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県の回答協会からの質問・要望項　目

＜県土整備部技術管理課＞

　労働安全衛生規則第５３８条に、「事業者は、作業のため物体が飛来する

ことにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設

備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための

措置を講じなければならない。」とされています。

　労働安全衛生規則の趣旨を踏まえ、現場の条件に応じて適切に判断

していただき、作業に従事する方の安全確保に努めていただくようお

願いいたします。

①夏期の除草作業時などは、熱中症対策の観点から、例えば、麦

わら帽子などの風通しが良いものがふさわしいと思われるので、

安全性が確保された上で、ヘルメット着用の義務を緩和して欲

しい。

Ⅱ 熱中症対策に関
すること

＜県土整備部技術管理課＞

　夏季の過酷な作業環境下では、熱中症等のリスクがあるため、作業時

間が十分に確保できず、作業効率が低下するものと認識しております。

　国では、過年度実施した施工の実態調査をもとに、夏季の過酷な作業

環境下における作業効率の低下状況の確認を行い、歩掛補正の必要性

も含め検討を実施しています。

　今後も国の動向を注視し、歩掛補正等の改定が行われた際は速やか

に対応してまいります。

②夏期の作業全般について、熱中症対策として休憩する回数や

時間が通常より増加するので、積算の賃金を上乗せして欲しい。

＜県土整備部技術管理課＞

　本県では国土交通省の積算基準を準用しており、高木剪定は市場単

価にて積算することとしています。幹回りが120ｃｍ以上の場合や、繁

茂状況を踏まえて定期的な剪定を行っていない場合については、見積

もり徴収や特別調査を行うこととなっていることから、改めて周知し

てまいります。

　また、発生材の量については、実績に応じて変更契約で対応しており

ます。

①高木剪定においては、樹木の種類や幹回りにより作業量や発

生材の量などが大きく異なっていますが、今の積算項目では規

格区分が少ないため、実態との乖離が大きくなっています。つ

きましては、積算項目の細目化及び見積もり徴取による積算を

お願いします。

Ⅲ 高木剪定での積
算に関すること

＜環境生活部自然保護課＞

　県では、公害又は災害の防止、その他良好な生活環境を維持すること

を目的として、工場用地及びその他の用地（物流倉庫等）では１ヘクタ

ール以上、住宅用地では１０ヘクタール以上の敷地面積を有する事業所

を対象として「千葉県自然環境保全条例」に基づく「緑化協定」を締結

することで緑化及び緑地保全の推進を図っているところです。

　なお、事業を行う者が国または地方公共団体の場合には、原則として

協定を締結しないものとしています。

　また、都市部の市では条例や要綱によってより小さな面積（例：千葉

市では５００平方メートル以上）から幅広く事業所を対象にしている場合

や、緑地率を県の基準よりも高く定めている場合などもあります。

　以上のように、地域の状況に応じて県・市町村のそれぞれで緑化制度

を設けているところであり、引き続き市町村とも連携しながら緑化の

推進に努めてまいります。

①千葉県も東京都と同様に、現状の緑を減らさない取り組みを

お願いします。具体的には、開発の規制面積が１，０００㎡（自治体

の持つ敷地は２５０㎡）以上の敷地の開発や建築に緑化の指導をお

願いします。

Ⅳ 緑の保全とグリ
ーンインフラに
関すること

＜県土整備部県土整備政策課　公園緑地課＞

　県土整備部では、従来の社会資本整備や土地利用等の取組において、

グリーンインフラと称してはいないものの、自然環境が持つ防災・減災、

地域振興、環境といった各種機能を活用した取組を実施しています。

　今後も、豊かな自然環境が守られ活用されている千葉を目指し、グリ

ーンインフラの考えを取り入れつつ、それぞれの分野における施策を

進めてまいります。

②千葉県内において、グリーンインフラの実施予定及び計画は

ありますか。また、建築や道路等の公園緑地課以外への情報の

共有はなされていますか。
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＜農林水産部森林課＞
　九十九里地区の保安林整備の進捗状況ですが、津波対策としての砂
丘の整備は平成２７年度までに約１３キロメートルを完了しています。森
林整備については、ボランティア等によるものも含め、平成２４年度から
令和３年度までに約１４６ヘクタール実施し、進捗率は全体計画に対し約
５９パーセント となっています。
　平砂浦地区の進捗状況ですが、森林整備については、ボランティア等
によるものも含め、平成２４年度から令和３年度までに約３０ヘクタール
実施し、進捗率は約５０パーセントとなっています。
　今年度は、両地区とも植栽を予定しております。

①　九十九里地区及び平砂浦地区の保安林整備の進捗状況はど
のようになっていますか。
　また、今年度はどのような整備を行う予定ですか。

Ⅰ 海岸防災林の進
捗状況等に関す
ること

＜農林水産部森林課＞
　現在は、植物の生育環境として厳しい海岸の前線部（砂丘裏法面端か
ら１００ｍ未満程度の範囲）や、景観として松林が求められる箇所につい
ては、クロマツの植栽を進めていますが、前線部より内陸側については、
マツクイムシの被害や生物多様性を考慮して、広葉樹を導入すること
としています。 
　このため、森林研究所と協力し、「海岸防災林の広葉樹化方針（素案）」
を作成し内容について検討を行っているところです。
　今後の見通しですが、九十九里地区だけでも、海岸最前線部（砂丘裏
法面端から５０ｍの範囲）の植栽必要エリアが約５０ヘクタール、その後ろ
の５０～１００ｍの範囲においても約４０ヘクタールが存在しているため、今
後５年以上の期間は、前線部のクロマツの植栽を優先して進めて行く
こととなります。その期間中に、その後に控えている広葉樹の植栽に
備え、植栽方法を確立していきたいと考えております。
　部会等の開催については未定ですが、研究成果についてはある程度
まとまった段階で、情報提供していきたいと考えており、皆様からのご
意見等についても随時伺わせていただければと考えております。

②　広葉樹導入の検討状況について教えてください。
　また、海岸前線部より内陸側についてはいつどのように進め
ていくお考えですか。
　今後の見通しなどの共通認識を持つ場として海岸県有保安林
再生部会等の開催をお願いします。

＜農林水産部森林課＞
　令和４年度の抵抗性クロマツコンテナ苗の供給量は３～４万本を予
定しています。 令和３年度の活着率は以下のとおりです。（植栽後９０
日経過の活着率）

③　北部林業事務所防災林造成工事では、抵抗性クロマツのコ
ンテナ苗が使用されていますが、今年度の抵抗性クロマツコン
テナ苗の供給量はどの位を予定していますか。
　また、令和３年度の活着率はどの位ですか。

【当協会の質問・要望と県の回答】（農林水産部）
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協会活動

千葉県造園技能検定推進委員会設立５０周年記念祝賀会
　千葉県造園技能検定推進委員会は昭和48年10月に設
立され、本年度記念すべき50周年の意義深い節目を迎
えられたことから、令和 5 年11月20日（月）オークラ
千葉ホテルにおいて、来賓並びに関係者58名の皆様に
ご臨席をいただき祝賀会が開催されました。
　榊原副会長による開会の後、主催者挨拶として伊藤
会長より「技能検定推進委員会は、造園技術・技能の
向上を図るとともに後継者の育成に貢献するため、毎
年造園技能検定対策講習会を実施し、平成24年の承
継以来 1 級及び 2 級の実技と学科の受講者は1,751名、
また、千葉県職業能力開発協会の委嘱により、毎年造
園技能検定実技試験の採点に判定員として立ち会い、
この50年間で 1 級と 2 級併せて3,400名の方々が合格
され、技能士として造園業界の第一線で活躍されてい
る」と活動内容など話されました。
　次に、半世紀もの長きにわたり造園技能検定推進に
多大なご尽力をいただきました技能検定推進委員会相
談役岡部俊文様に伊藤会長より感謝状と記念品が授与
されました。
　次に、来賓挨拶として、はじめに熊谷知事は公務の
ため、知事代理の商工労働部次長秋山良一様より「県
は、技能検定の実施や技能五輪など各種技能競技の大
会へ若年技能者の参加を促進することにより、技能振
興を図っていく」など祝辞の代読がありました。
　続いて、千葉県職業能力開発協会会長赤星健二様よ
り「技能検定や職業訓練等、職業能力開発促進に係る
諸事業を幅広く推進するため、技能検定推進委員会の
ご協力をお願いしたい」などの祝辞がありました。
　続いて、当協会顧問千葉県議会議員宇野裕様より「癒

しと安らぎなど与えるみどり豊かな一番美しい景観の
県となるよう緑化推進に尽力したい」などの祝辞があ
りました。
　続いて、当協会顧問千葉県議会議員瀧田敏幸様より

「造園技能士の地位向上を図るため、来年度、実技講
習会を見学し、造園技能士が全ての入札の参加資格要
件となるようにしたい」などの祝辞がありました。
　次に、10名の来賓紹介後、来賓・協会役員・元千葉
県造園技能検定推進委員会会長等10名の方々が 2 つの
四斗樽酒を囲んで鏡開きが行われ、鈴木技能検定推進
委員会委員長の音頭により枡酒で乾杯し、食事と歓談
に移りました。
　その後、令和 4 年春の叙勲で内閣総理大臣から「瑞
宝単光章」を表彰されました元千葉県造園技能検定推
進員会会長古舘公二様に伊藤会長、角田千葉県造園建
設業協同組合理事長より記念品の贈呈がありました。
　歓談中に、多年にわたり造園技能検定に携わってこ
られました、元千葉県造園技能検定推進委員会会長若
井健治様、元千葉県造園技能検定推進委員並びに元協
会長中村伸雄様、造園技能検定推進委員会委員遠藤直
人様、元造園技能検定推進委員会委員長で現技能検定
委員の蓬田浩一様の順にそれぞれの思い出を熱く楽し
く語っていただきました。
　そして、浮ケ谷副会長の閉会の挨拶で、和やかな雰
囲気の中で行われた祝賀会を終えました。
　また、設立50周年記念誌が関係各位のご協力により
令和 5 年10月に発刊できましたことを心より御礼申し
上げます。

（技能検定推進委員会委員長　鈴木康史）

鏡開き 古舘元会長へ記念品の贈呈乾杯

祝賀会の様子 職能協　赤星会長　祝辞岡部相談役へ感謝状の贈呈


